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 ア 令和８年度区政運営方針の基本方針について【区振興課】  Ｐ.１ 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 令和 8 年度区政運営方針の基本方針について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景 

区民の皆様とともに地域の課題を解決し、市民サービスの

向上や暮らしやすい地域づくりを進めるために、区長が区政

運営に当たっての基本的な方針、区の取組課題等を区政運営

方針として毎年度公表している。 

令和 8 年度の区政運営における基本方針について、中央区

代表会及び各地域分科会で協議を行った。 

対象の区協議会 中央区協議会（代表会） 

内  容 

中央区代表会及び各地域分科会では、令和 8 年度も令和 7

年度区政運営方針の基本方針を継続することについて異議

がなかったため、以下のとおり決定したことを報告するも

の。 

 

 ＜令和 8 年度中央区区政運営方針 基本方針＞ 

 ①地域の多彩な特色を活かし、 

  にぎわいと豊かな文化を育む魅力あるまちづくり 

 ②安全・安心に暮らせるまちづくり 

 ③共生のこころで支え合い、やさしさあふれるまちづくり 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

○今後の主な予定 

令和 8年 3月   令和 8年度事業を掲載した区政運営方針(案) 

         について分科会で協議 

令和 8年 5月   令和 8年度中央区区政運営方針を代表会及び 

分科会で報告、公表 

担当課 中央区区振興課 

 

報告－ア 
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令和 8年度区政運営方針の策定について 

 

中央区・区振興課   

 

１ 令和 8年度中央区区政運営方針における基本方針 

 （１）背景 

    令和 6年度中央区代表会及び各地域分科会において、令和 7年度から 16 年度までの中長期的

な目標である将来像と、その実現に向けた令和 7年度の区政運営に当たっての 3つの基本方針

を定めた。この基本方針は、原則として毎年度定めるものである。 

 

 （２）策定方針 

    令和 7年度区政運営方針における基本方針を令和 8年度も継続する。 

    ＜令和 7 年度区政運営方針 基本方針＞ 

     ①地域の多彩な特色を活かし、にぎわいと豊かな文化を育む魅力あるまちづくり 

     ②安全・安心に暮らせるまちづくり 

     ③共生のこころで支え合い、やさしさあふれるまちづくり 

 

２ 策定スケジュール 

年月 代表会 地域分科会 

令和 7年 10 月 ［協議］ 

令和 8年度区政運営方針の策定について 
 

令和 7年 11 月 

 

［協議］ 

令和 8年度区政運営方針の基本方針(案) 

について 

令和 8年 2月 ［協議または報告］ 

令和 8年度区政運営方針の基本方針に 

ついて 

 ・地域分科会での協議を踏まえ、令和 

  8 年度区政運営方針における基本方 

  針を協議または報告 

  ※地域分科会から、基本方針の変更

の提案があった場合は協議、なか

った場合は報告 

 

令和 8年 3月 

 

［協議］ 

令和 8年度区政運営方針(案)について 

 ・令和 8年度事業を掲載した区政運営 

  方針(案)について意見聴取 

令和 8年 5月 ［報告］ 

令和 8年度区政運営方針について 

 ・地域分科会での協議を踏まえ、完成 

  した令和 8年度区政運営方針を報告 

代表会からの連絡事項として報告 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱い結果について 

 

 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・５月代表会、10 月代表会において、令和７年度に実施する 

パブコメ案件（６件）の取扱い結果を報告済。 

 

・令和７年度の区協議会におけるパブコメに関する運用は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

・新たに追加されたパブコメ案件（１件）について、各地域分科会の 

意向を確認したため、その取扱い結果を報告するもの。 

＜追加のパブコメ案件の概要＞ 

 

 

＜スケジュール＞ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

            ― 

担当課 中央区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

パブコメの運用区分 

①原則として、概要版の配付による情報提供を行う。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②パブコメ実施課の判断によって意見を聴取する必要がある場合。 

③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域

分科会のどちらか一方） 

報告－イ 

２月代表会： 

別紙１「フローチャート」により整理することを決定。 

５月代表会：４月までに各地域分科会で意向確認した 

パブコメ案件（５件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

10 月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分のパブ 

コメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

Ｒ８.２月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分の 

パブコメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

・実施担当課：予防課 

・件名：浜松市火災予防条例の一部改正（案） 
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フローチャート（パブリック・コメント案件の取扱い基準）
※資料配付の考え方

同一区内の全地域分科会の取扱（意見） ・地域分科会へ説明又は資料配付する場合、代表会には
 資料配付しない。（委員重複のため）
・代表会へ説明する場合は、地域分科会へ資料配付する。一致していない 一致している

「代表会」で一致 A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」で一
致

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「資料配付」で一致 C 代表会：資料配付なし
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」と
「資料配付」が混在

D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

「代表会」と「地域
分科会」が混在

「代表会」と「地域
分科会」が同数

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」が多
い

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「代表会」と
「資料配付」が混在

「代表会」「資料配
付」が同数

A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「資料配付」が多い C 代表会：資料配付なし
地域分科会：資料配付のみ

「代表会」「地域分
科会」「資料配付」
が混在

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」が多
い

D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

「資料配付」が多い D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

地域の
意向どおり

地域優先

代表会優先

別紙１

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

これより下は、中央区のみ
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

 

件名 

（仮称）浜松市立舞阪こども園の設置並びに浜

松市立舞阪幼稚園、浜松市立舞阪第１保育園及

び浜松市立舞阪第２保育園の廃止について 

開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・舞阪幼稚園（昭和 51年創立）、舞阪第１保育園（昭和 38 年創立）及び舞阪第

２保育園（昭和 47 年創立）の３園は築 40 年以上が経過しており、いずれも施

設の老朽化が著しい状況である。 

・令和５年６月に舞阪地区自治会連合会から既存３園を統合し、認定こども園を

整備することを求める要望書が提出された。 

・地域からの要望や施設の老朽化の状況などを踏まえ、方針に基づき、舞阪地区

の既存３園を統合し認定こども園を整備することとし、令和６年度に基本設計

を完了、令和７年度に実施設計に着手している。令和８年度から令和 10年度

にかけて工事等を実施し、令和 11年４月に認定こども園が開園の見込みであ

る。 

・令和５年４月から休園している舞阪幼稚園については、認定こども園の開園に

先立って閉園することについて、地元自治会の理解が得られた。 

〇内容 

（仮称）浜松市立舞阪こども園の設置並びに浜松市立舞阪幼稚園、浜松市立舞阪

第１保育園及び浜松市立舞阪第２保育園の廃止について、諮問するもの。 

＜スケジュール＞ 

１ （仮称）浜松市立舞阪こども園の設置  設置時期：令和 11年４月１日 

２ 浜松市立舞阪幼稚園の廃止       廃止時期：令和８年３月 31 日 

３ 浜松市立舞阪第１保育園の廃止     廃止時期：令和 11年３月 31 日 

４ 浜松市立舞阪第２保育園の廃止     廃止時期：令和 11年３月 31 日 

〇答申結果 

 諮問内容について、承認する。 

所管課 幼保運営課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 既存３園は津波の浸水域にあり、施

設も古く耐震性に不安があるため、指

定避難所として問題はないか。 

１ 耐震性については、Is 値などを見て

も問題はない。しかしながら、老朽化

が進んでいる点は否めないので、危機

管理課などと協議のうえ検討してい

く。 

 

諮問－ア 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 
（仮称）浜松市立舞阪こども園の設置並びに浜松市立舞阪幼稚園、浜松市立舞阪

第 1 保育園及び浜松市立舞阪第 2保育園の廃止について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景 

・市では、令和 5 年 6月に「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する

方針」（以下「方針」という。）を施行し、規模の適正化や認定こども園

化等の検討を進めている。 

・舞阪幼稚園（昭和 51 年創立）、舞阪第 1 保育園（昭和 38 年創立）及び

舞阪第 2保育園（昭和 47 年創立）の 3園（以下「既存 3園」という。）

は築 40 年以上が経過しており、いずれも施設の老朽化が著しい状況で

ある。 

・市地域防災計画において、既存 3 園は、指定避難所に位置付けられてお

り、また、舞阪第 2 保育園については、津波緊急避難場所に指定されて

いる。 

○経緯 

・令和 5年 6 月に舞阪地区自治会連合会から既存 3 園を統合し、認定こど

も園を整備することを求める要望書が提出された。 

・地域からの要望や施設の老朽化の状況などを踏まえ、方針に基づき、舞

阪地区の既存 3 園を統合し認定こども園を整備することとし、令和 6

年度に基本設計を完了、令和 7 年度に実施設計に着手している。令和 8

年度から令和 10年度にかけて工事等を実施し、令和 11年 4 月に認定こ

ども園が開園の見込みである。 

・令和 5年 4 月から休園している舞阪幼稚園については、認定こども園の

開園に先立って閉園することについて、地元自治会の理解が得られた。 

○課題 

・既存 3園の閉園後の施設の利活用については、指定避難所等に位置付け

られていることを踏まえ、継続して地元自治会等との協議が必要であ

る。 

対象の区協議会  中央区協議会（西地域分科会） 

内  容 

（仮称）浜松市立舞阪こども園の設置並びに浜松市立舞阪幼稚園及び浜

松市立舞阪第 1保育園、浜松市立舞阪第 2 保育園の廃止について 

１ （仮称）浜松市立舞阪こども園の設置 

設置時期：令和 11 年 4月 1 日 

２ 浜松市立舞阪幼稚園の廃止 

廃止時期：令和 8 年 3月 31 日 

３ 浜松市立舞阪第 1保育園の廃止 

   廃止時期：令和 11 年 3 月 31 日 

４ 浜松市立舞阪第 2保育園の廃止 

   廃止時期：令和 11 年 3 月 31 日 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 答申を得たい時期：令和 7 年 12 月 

担当課 幼保運営課 担当者 尾崎 健 電話 457－2114 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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【令和７年11月5日開催】
中央区協議会（西地域分科会）資料
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（仮称）浜松市立舞阪こども園の設置及び統廃合の計画について 

 

 

１ 概要 

 既存の舞阪第 1 保育園、舞阪第 2保育園及び舞阪幼稚園(休園中)の３園を統合し、新たに幼

保連携型認定こども園を設置 

 （１）施設名称 (仮)浜松市立舞阪こども園 

 （２）施設種別 幼保連携型認定こども園 

 

【（仮称）舞阪こども園の新築・統廃合のイメージ】 

幼稚園 保育所 

舞阪幼稚園(休園中) 

住所：浜松市中央区舞阪町 

舞阪 2668-33 

 

舞阪第 1保育園(定員 80 人) 

住所：浜松市中央区舞阪町  

弁天島 3885  

舞阪第２保育園(定員 90 人) 

住所：浜松市中央区舞阪町 

舞阪 2659-3 

 

 

 

幼保連携型認定こども園 

（仮称）浜松市立舞阪こども園（定員 90人(予定)） 

 【所在地】 浜松市中央区舞阪町舞阪 2621 番地の 123 の一部、2621 番地の 177 の一部 

 【敷 地】 市有地 敷地面積約 3,000 ㎡ 

 【建 物】 2 階建て 延床面積約 1,000 ㎡ 

 

 

２ 統廃合・新築の理由 

・既存の 3 園はいずれも津波の浸水想定区域内に位置している一方で、認定こども園の建設

予定地は、浸水想定区域外に位置しており、安全、安心な保育環境を確保する。 

・既存の舞阪第 1 保育園や舞阪第 2 保育園の土地利用(建替)も検討したところ、地域から

「送迎用の駐車場の確保」を望む声があり、2園共に駐車場が十分に確保できていない状況

を打開する必要があることから、十分な広さの新たな土地を活用する。 

 

 

 

 

 

統廃合 

17



３ 経過・今後のスケジュール 

R5.4 月 ・舞阪幼稚園 休園 

  6 月 ・「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針」を施行、規模の適正化

や認定こども園化等の方向性を示す方針を策定 

・舞阪地区自治会連合会から 3 園を統合し、認定こども園を整備することを

求める要望書の提出を受ける 

R6～8 年度 ・（仮称）舞阪こども園の地質調査、設計等を実施 

R8～10 年度 ・（仮称）舞阪こども園の新築工事 

R11 年度 ・（仮称）舞阪こども園 開園 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

 

件名 令和７年度市民活動表彰に係る団体推薦について 開催月 令和７年７月 

内容 

〇背景 

・ 各地域で優れた市民活動を行う団体を表彰することで、団体のモチベーション

を高めるとともに、多くの市民に市民協働をＰＲするもの。 

・ 原則として各地域（旧 7区単位）から 1団体を推薦する。 

・ 各地域からの推薦団体のうち、1団体を市長賞、その他を区長賞とする。 

〇内容 

・ 各地域からの推薦団体は、以下のとおり。 

地域 団体名 活動内容 

中 生涯学習ボランティア

SAKURA 

佐鳴台協働センターにて、未就学児と保護者

を対象とした紙芝居や絵本の読み聞かせを実

施。 

東 浜松市東災害ボランティ

ア連絡会 

東地域６地区自治会連合会とタイアップした

防災講座を開催。 

西 りんりん会 舞阪支所にて、お菓子を手作りし、75 歳以上

の一人暮らし世帯を訪問し、お菓子を配布。 

南 五島地区社会福祉協議会 五島協働センターにて、南の星小児童を対象

とした学習支援（※）を実施。 

※江南中生徒がボランティアで学習指導 
 

所管課 中央区区振興課、東行政センター、西行政センター、南行政センター 

備考 

 

・中央区から推薦された上記４団体は、全て「区長賞」として決定。 

・各地域分科会の場において区長賞表彰式を開催し、受賞団体から活動内容の発表 

があった。 

 

 

協議－ア  
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（中地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 開催月 令和７年 12 月 

内容 

〇背景・目的 

・令和 7年 4 月に第 2 期「浜松市公共施設等総合管理計画」を策定。庁内会議を設

置し、公共施設複合化の検討を実施。 

・複合化にあたっては、子育て支援や教育の充実、地域コミュニティの活性化など

の視点から検討し、「元気なまち・浜松」の実現に資する施設を目指す。 

〇経緯 

・佐鳴台地区は、小中学校ともに老朽化していること、各 1 校で隣接していること、

児童生徒数の減少により建設当初の教室数に対し学級数が半減していることか

ら、小中一貫校化の検討を開始。同時に、老朽化が進行する協働センターについ

て、同一敷地内に必要面積が確保できることから小中学校との複合化を検討した。 

・特別な支援を要する児童生徒への支援体制の充実のため、教育と福祉の連携強化

の取組みとして、子どものこころの診療所の同一敷地内への併設を検討した。 

〇内容 

・「公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想」について協議するもの。 

所管課 教育施設課、市民協働・地域政策課、障害保健福祉課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 担当課回答（要旨） 

１ 「こども・若者の居場所の創造による

利便性向上」とあるが、どのようなもの

を想定しているか教えていただきたい。 

１ 中高生などのこどもが勉強するため

の場所や、若者のみならず大人や高齢

者にとっても自由に出入りが可能な居

心地の良い快適な空間を創造していき

たい。 

２ 「佐鳴台地区」の学校を、浜松市の中

で先進的な取組をする学校として位置

づけていくのか。 

２ 複合化の第一号となるため、モデル校

にしていきたい。 

３ 災害時のことも構想に入っているの

か。 

３ 当該施設は防災拠点としての機能強

化を目指しており、避難所開設の迅速

化、備蓄倉庫の充実、施設のバリアフ

リー化などにより要支援者の避難を迅

速に行うことが可能になると考えてい

る。 

４ すばらしい計画である。浜松の第一号

という形で全国に広められるような施

設を作っていただきたい。 

４（意見） 

 

協議－イ 
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第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景・目的 

・令和 7 年 4 月に第 2 期「浜松市公共施設等総合管理計画」を

策定。庁内会議を設置し、公共施設複合化の検討を実施。 

・複合化にあたっては、市民の安全・安心と利便性向上のみな

らず、子育て支援や教育の充実、地域コミュニティの活性化

などの視点から検討し、「元気なまち・浜松」の実現に資する

施設を目指す。 

〇経緯 

・佐鳴台地区は、小中学校ともに老朽化していること、各１校

で隣接していること、児童生徒数の減少により建設当初の教

室数に対し学級数が半減していることから、小中一貫校化の

検討を開始。同時に、同じく老朽化が進行する協働センター

について、同一敷地内に必要面積が確保できることから小中

学校との複合化を検討した。 

・教育全体の課題である特別な支援を要する児童生徒への支援

体制の充実のため、教育と福祉の連携強化の取組みとして、

施設の老朽化などの課題がある子どものこころの診療所の同

一敷地内への併設を検討した。 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

 

「公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想」について、概要

を説明するとともに、内容について協議するもの。 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

協議結果を得たい時期：令和 7 年 12 月 

担当課 

教育施設課 

市民協働・地域政

策課 

障害保健福祉課 

担当者 
安田 玲 

（教育施設課） 
電話 457-2403 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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【令和７年12月24日開催】
中央区協議会（中地域分科会）資料
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 
浜松市「休日の部活動の地域展開」に関するガイ

ドライン（案）の策定について 
開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 中学校部活動の地域展開は、国の理念や方向性に基づき、全国的な実施を推進。 

・ 令和８年９月から休日の部活動を段階的に地域クラブに移行していく予定。 

〇内容 

・ 令和８年３月末に公表予定の「浜松市『休日の部活動の地域展開』に関するガイド

ライン」（はまクルガイドライン）に意見を反映させるもの。 

所管課 学校・地域連携課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 展開のために、市役所と学校及び教育

委員会との連携は、少なくとも当面は必

要不可欠だと思うが、その体制について

説明をしていただきたい。【中地域】 

１ 市役所と教育委員会は、地域クラブ

活動協議会の設置当初から、スポーツ

振興課及び創造都市・文化振興課を含

め連携している。市役所と学校は、学

校の施設開放や市主催イベントへの生

徒の参加などの面で連携している。 

２ こどもが部活動として打ち込む以上

は、やはり上手くなりたい、勝ちたいと

いう思いを持つと考える。【東地域】 

２ 地域クラブ活動のターゲットとして

は楽しみたい、仲間や地域の方との交流

を深めたいと考えるこどもを想定して

いるが、上手くなりたい、強くなりたい

と考えた時にそれを阻害するものでは

全くない。それぞれの地域クラブに適し

た活動を共に検討していきたい。 

３ 令和８年８月で休日の部活動が終了

するが、部員数が一定数おり、教員が指

導の継続を希望している場合、地域クラ

ブの認定を受け、教員が指導者として活

動できる可能性はあるか。【西地域】 

３ 教員という立場ではなく、手続きを経

て地域の指導者という立場であれば可

能である。 

４ 平日の部活動について、地域展開の時

期を知りたい。【南地域】 

４ 浜松市は部活動が非常に盛んな地域

であり、休日の部活動は地域クラブ活動

に展開。平日の部活動は当面の間継続

し、休日の移行が円滑に進んだ後に検討

していく。国は令和８年度から令和13年

度までを改革実行期間としているため、

その期間が目安の一つとなる。 

協議－ウ 
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 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市「休日の部活動の地域展開」に関するガイドライン（案）の 

策定について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

  

中学校部活動の地域展開（地域クラブへの移行）については、

以下の国の理念や方向性に基づき、全国的な実施を推進。 

✔学校単位で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活

動を地域全体で関係者が連携して支え、子供たちの豊かで幅

広い活動機会を保障。 

✔「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意

識のもと、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適

化を図り、体験格差を解消。 

 

・本市では、令和 5 年 7月に「地域クラブ活動協議会」を設置

し、ガイドラインの策定に向け、個別課題の検討を推進。 

・令和 8年 9月から休日の部活動を段階的に地域クラブに移行

していく予定。 

 

対象の区協議会 すべての地域分科会、天竜区協議会 

内  容 

  

令和 7 年 10 月 24 日付けで、「浜松市『休日の部活動の地域

展開』に関するガイドライン（案）」を公表。 

 ガイドライン（案）の概要を説明するとともに、内容につい

て協議するなど、丁寧な意見交換を行い、令和 8年 3 月末に公

表予定の「浜松市『休日の部活動の地域展開』に関するガイド

ライン」（はまクルガイドライン）に意見を反映させるもの。 

＜地域分科会当日＞ 

 ①ガイドライン（案）概要説明 

 ②質疑応答（意見交換） 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 ガイドライン策定・公表時期：令和 8年 3 月（予定） 

担当課 学校・地域連携課 担当者 堀野 智浩 電話 457-2405 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜松市立中学校の「休日の部活動の地域展開」の取組について 

浜松市教育委員会学校・地域連携課 

 

○部活動改革の背景 

・少子化の進展や学校の働き方改革の推進により、これまでと同様の部活動の継続が困難 

・国の方針として、部活動の意義を継承・発展させた、新たな価値を創出する地域クラブ 

活動へ展開 

 

○浜松市の方向性 

・令和８年８月末で休日の部活動は原則終了（一部大会については、部活動での参加可能） 

・令和８年９月以降、浜松市立中学校の休日部活動は地域クラブ活動へ移行 

・地域クラブ活動の体制が整わない場合は、部活動指導員による部活動を経て地域クラブ 

活動へ移行 

・平日の学校部活動は当面の間継続、休日の移行が円滑に進んだ後に検討 

 ※10月 24日（金）に、『浜松市「休日の部活動の地域展開」に関するガイドライン（案）』 

（通称・はまクルガイドライン）を公表 

 

○「はまクルガイドライン」の要点  

 ・浜松市が目指す地域クラブ活動を「はまクル」と定義 

・地域の多様な団体が運営団体となって地域クラブ活動を運営 

 ・基本理念「生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の実現」「持続可能な活動環境の構築」 

 ・「活動を楽しみたい」、「上手になりたい」などの生徒をターゲットとした活動 

 ・市が定めた要件を規約に明記して申請した団体を「はまクル認定クラブ」として登録 

  →はまクル認定クラブに対し、中学校施設の無償使用などの支援（支援内容は検討中） 

 

○今後のスケジュール 

 ・ガイドライン（案）公表後、市民向け説明会、各地域分科会、関係団体への説明を実施 

 ・市民の皆様からの意見、国の動向等を踏まえ、ガイドライン（案）の検討、見直し 

  →令和８年３月にガイドライン完成版を策定・公表 

 ・令和８年４月中旬から、はまクル認定クラブの認定申請及び人材バンクの登録開始予定 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

移行方針

令和７年度
（２０２５年度）

令和８年度
（２０２６年度）

浜

松

市
はまクル

ガイドライン

（

案
）

公
表

生徒・保護者への周知

関係団体等への説明

検証見直し
協議・策定準備

【クラブ団体】はまクル認定申請（活動開始は９月から）

平日・休日ともにこれまで通りの部活動

※令和７年９月より、平日の活動日を週３日へ

（浜松市立中学校部活動運営方針改正）

休日は地域クラブ活動へ移行
※体制が整わない場合は、

部活動指導員による部活動継続

部活動地域展開等推進事業（地域クラブ創設支援・移行支援）

【指導者・スタッフ】はまクル人材バンク運用

【教員】指導を希望する教員の申請

【生徒・保護者】はまクル加盟クラブへの入会受付（随時クラブごと）

策

定

・

公

表
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 
浜松市防災都市づくり計画（案）のパブリック・コ

メントの実施について 
開催月 令和７年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 国は、平成 25年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表した。 

・ 本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると共に、復興に向け

たまちづくりについて被災前から地域住民と議論し、災害に強い都市の実現を目指

していく。 

〇内容 

・ 浜松市防災都市づくり計画（案）について意見を伺うもの。 

所管課 都市計画課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 災害対策本部について、市役所が壊滅

的な被害を受けた場合や物資の輸送が

滞る可能性を考えて、高台地域にサテラ

イト施設を設けておくことも重要だと

思うが、どう考えているのか。【中地域】 

１ サテライト施設や広域物資輸送拠点、

緊急輸送路の指定などについては、地域

防災計画や広域受援計画等で定めてい

る。 

２ 能登半島地震後の復興では、復興予算

が組まれず瓦礫撤去などに時間を要し

た結果、被災者が避難先で定住し地域コ

ミュニティが失われた。浜松市はどのよ

うな策を講じる想定か。【東地域】 

２ 浜松市の場合、災害対策本部に財務部

の部局を含み、迅速な予算措置を目指し

ている。地域コミュニティについては、

実際に住民の方と協議しながら復興を

していくことで、その維持に繋がってい

くとものと考える。 

３ 地震と水災害について記載はあるが、

風災害について記載はない。本編には記

載があるのか。【西地域】 

３ 防災都市づくり計画では、災害ハザー

ドと都市情報の重ね合わせによる災害

リスク分析を行っている。風災害はハザ

ード情報がないため、検討の対象として

いないが、風災害により大きな被害があ

った場合は、復興まちづくり方針に即し

て対応していく。 

４ 伊豆市の土肥にある津波避難複合施

設（テラッセオレンジトイ）は、水や食

料が備蓄され、平時は観光施設として使

用できる。このような施設が浜松市に建

設される計画があるか。【南地域】 

４ 浜松市は平成 26 年度に「浜松市津波

防災地域づくり推進計画」を策定し、計

画に基づき津波避難タワーや、避難マウ

ンドなどの整備を行っている。津波避難

施設としては、観光施設との複合施設を

整備する計画はない。 

パブコメ－ア 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市防災都市づくり計画(案)のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

 現状、課題等） 

〇背景・経緯 

・国は、防災を明確に意識した都市づくりを促進するため、平成 25
年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表。 

・国は、復興事前準備の取り組みを促進するため、令和 5 年に「事

前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を公表。 
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や激甚化する豪雨への

対策など、様々な自然災害に対応した「災害に強い都市づくり」

が必要。 
・地域防災計画を補完し、ハード・ソフトの対策や自助・共助・公

助を適切に組み合わせた取組みを推進。 

・災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の被災したまちの

「復旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画とする。 
・本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると

共に、復興に向けたまちづくりについて被災前から地域住民と議

論し、災害に強い都市の実現を目指していく。 
対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市防災都市づくり計画（案）について説明するもの。 
なお、区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見

として取り扱う。 

・近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対

策のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から復興事前

準備の取組を検討することが重要であることから、防災・減災対

策と復興事前準備の双方を兼ね備えた計画として以下のように

基本方針等を設定。 
【防災・減災編（地震・水災害）】 

・災害ハザードと都市情報の重ね合わせにより災害リスクを評価。 

・評価結果から得られた課題を踏まえ、防災・減災に向けた「ハー

ド対策の視点」、「ソフト対策の視点」、及び被災後の速やかな復

旧・復興に向けた「復旧・復興対策の視点」の３つの視点から基

本方針を設定。 

【事前復興編】 

・「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」のため、災害が起こる

前に、復興に向けたまちづくりの方針を示す「復興まちづくり方

針図」を作成。 

備 考 
（答申・協議結果

を得たい時期、今

後の予定など） 

令和 7 年 10 月 1日～30 日  案の公表・意見募集 

令和 8 年 3 月        市の考え方公表、策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 寺本 昇悟 電話 457-2371 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 
浜松市土地利用方針（案）のパブリック・コメント

の実施について 
開催月 令和７年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 本市は人口減少期を迎えているものの、依然として都市の外延的拡大、都市の低密

度化、都心の衰退が進行しており、公共交通や生活サービスの低下、空き家の増加、

インフラの維持管理費の増大などが懸念されている。 

・ 将来にわたる公共交通や生活サービスの推進、都心の活性化、都市経営の効率化を

図るためには、目指すべき将来都市構造の実現に向けて、コンパクトでメリハリの

ある土地利用を推進することが必要である。 

〇内容 

・ 浜松市土地利用方針（案）ついて意見を伺うもの。 

所管課 都市計画課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 市の中心部に商業施設、赤電沿線に集

合住宅、それ以外では集約した一般住宅

を建てていくというイメージだが、公共

交通の利用が難しいところはどう対応

するのか。【中地域】 

１ 交通計画全体を示す浜松市総合交通

計画と、その中でも公共交通に特化した

浜松市地域公共交通網形成計画と一体

となって本方針を進めていくことによ

り拠点ネットワーク構造の実現を図っ

ていく。 

２ 都市のコンパクト化は社会インフラ

の整備が前提となると思う。また、コン

パクト化には住民の引っ越しを伴うが、

引っ越しは個人の判断がもとになるた

め時間を要するのではないだろうか。

【東地域】 

２ ご認識のとおり、急にできるものでは

ないと考えている。世代交代の機会など

を捉えて長期的な視点で誘導していく。 

３ 許可宅地の宅地分譲の廃止について

教えてほしい。【西地域】 

３ 「許可宅地の宅地分譲」は、市街化調

整区域における閉業した工場などを宅

地として分譲することを認める特例制

度であり、多数に区画することにより宅

地の数が増え、居住の集積が進行するこ

とは望ましくないため、これを廃止する

ものである。 

 

パブコメ－イ 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市土地利用方針（案）のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○趣旨・目的 

・浜松市都市計画マスタープランに示す将来都市構造の実現に向け、地

域地区制度や開発許可制度など、都市計画法に基づく土地利用計画制

度の運用方針を定めるもの。 

〇背景・経緯 

・本市は人口減少期を迎えているものの、依然として都市の外延的拡大、

都市の低密度化、都心の衰退が進行しており、公共交通や生活サービ

スの低下、空き家の増加、インフラの維持管理費の増大等が懸念され

ている。 
・将来にわたる公共交通や生活サービスの推進、都心の活性化、都市経

営の効率化を図るためには、目指すべき将来都市構造の実現に向け

て、コンパクトでメリハリのある土地利用を推進することが必要。 

〇課題・方針 

・都心や各拠点、居住地、集落地において役割分担を整理し、目指すべ

き将来都市構造を実現するための制度運用を進める。 

・市街化区域の工業系用途地域内では工業用地が減少する一方で商業、

住宅用地が増加するなど、産業の空洞化等が進行しているため、市街

化調整区域の無秩序な都市的土地利用の抑制、工業系用途地域の工業

用地の確保等の適正な土地利用を進める。 

対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市土地利用方針（案）について説明するもの。 

なお、区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見とし

て取り扱う。 

【目標年次】 

 浜松市都市計画マスタープランの目標年次である 2045（令和 27）年

を本方針の目標年次とする。 

【土地利用の運用方針】 

 浜松市都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計画の

理念、目標、基本方針等を実現するための土地利用計画制度の運用方針。 

 1 コンパクトな都市づくりのための運用方針 

 2 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための

運用方針 

 3 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針 

 4 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針 

5 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用

方針 

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など） 

令和 7 年 10 月 1 日～30 日 案の公表・意見募集 
令和 8 年 3 月       市の考え方公表、策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 鈴木 緑 電話 457-2371 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

 

件名 
浜松市生涯学習推進大綱（案）のパブリック・コメ

ントの実施について 
開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 平成 21 年３月改定後、少子・高齢化や人口減少の進行、地域と学校との連携の推

進、デジタル化の進展など、社会情勢が大きく変化している。 

・ 市民一人ひとりが、それぞれの希望に応じて夢や好奇心を持って自発的に学び活動

する生涯学習は、幸福を実感できる豊かな暮らしの実現にために重要となってい

る。 

〇内容 

・ 浜松市生涯学習推進大綱（案）について意見を伺うもの。 

所管課 創造都市・文化振興課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 市が目指す生涯学習の定義について、

協働センターを軸としての活動を中心

に考えているようで範囲が狭いように

思われるが、この点について市の考えを

お聞きしたい。【中地域】 

１ 生涯学習を行う場には様々な施設や

手段があると考えており、本大綱でも施

設を紹介するとともに、生涯学習の目的

や効果を示すことで、市民の皆さんが生

涯学習に取り組む意識の醸成を図りた

い。 

２ 地域において生涯学習を主導する人

材の確保についても、この大綱（案）に

は含まれるのか。【東地域】 

２ 大綱（案）は施策の役割や方向性を示

すものであるから、ご指摘のあった事項

については含まれていない。下位の計画

などで具体的なものを定めることにな

る。 

３ 市民一人ひとりが自発的に学び活動

できる生涯学習は、豊かな暮らしの実現

のために是非、継続的に行っていただき

たい。【南地域】 

３（意見） 

 

 

 

 

 

パブコメ－ウ 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市生涯学習推進大綱（案）のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景・経緯 

・「浜松市生涯学習推進大綱」は、平成２年10月に策定し、

政令市への移行を踏まえて平成21年３月に改定したが、改

定後16年が経過している。 

・この間、少子・高齢化や人口減少の更なる進行、地域と学

校との連携の推進、デジタル化の進展など、社会情勢が大

きく変化している。 

・市民一人ひとりが、それぞれの希望に応じて夢や好奇心を

持って自発的に学び活動する生涯学習は、幸福を実感でき

る豊かな暮らしの実現のために重要となっている。 

・今後の本市の生涯学習施策の役割や方向性を示すととも

に、市民や生涯学習推進の担い手となる様々な主体が生涯

学習に取り組む際の指針となるよう、「浜松市生涯学習推

進大綱」を改定するもの。 

対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

大綱案について説明するもの。なお、区協議会でいただい

た意見は、パブリック・コメントの意見として取り扱う。 

【目指す姿】 

「学びを通して市民一人ひとりの幸福度が向上するまち・浜

松」 

【基本的な方向性】 

Ⅰいつでも、だれでも、希望に応じて学ぶことができる環境

づくり 

Ⅱ学びを生かし、発展させることができる仕組みづくり 

・基本的な方向性Ⅰの取り組みとして、①学習情報の提供、

②学習機会の充実、③学習環境の向上を、基本的な方向性

Ⅱの取り組みとして、①参加・活動の場の拡大、②人材の

育成を掲げ、施策を推進していく。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間 ：令和７年 11月 19 日(水) 

～令和７年 12月 19 日(金) 

・市の考え方公表：令和８年２月予定 

・改定及び公表 ：令和８年３月予定 

担当課 
創造都市・ 

文化振興課 
担当者 鈴木 啓友 電話 457-2413 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

（1）

協議―イ

43  

               
               
               



 

44



 
 

（東・西地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 
浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）

のパブリック・コメントの実施について 
開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 「浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」は、2030 年度における温室効果

ガスの削減目標や、市民・事業者・市が相互に連携して削減目標を達成するための

施策を定めている。 

・ 国の「地球温暖化対策計画」の 2030・2040 年度目標値が発表されたことから、本市

計画の 2035・2040 年目標値を盛り込むため、改定する。 

〇内容 

・ 浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）について意見を伺うもの。 

所管課 カーボンニュートラル推進課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 国際連合の諮問機関である気候変動

に関する政府間パネルは、日本が2050年

までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを

達成したとしても、平均気温の低下は

0.006 度しか見込めないというデータを

示している。国は温暖化対策に 10 年で

150 兆円を投じるとしているが、費用対

効果を鑑みるに疑問が残るものである。

【東地域】 

１ 世界的にカーボンニュートラルを目

指しており、国が推進する政策でもある

ことから、市としても取り組まなければ

ならないものとしてご承知いただきた

い。 

２ 家庭が主体となって実施すべき取組

もあり、普及のためにもより分かりやす

い表現としてほしい。【東地域】 

２ 具体的に各家庭などに実施していた

だきたい取組については、毎年度策定し

ているカーボンニュートラル推進計画

にて定めている。市民の皆様にも分かり

やすいものとなるように努めていく。 

３ 太陽光発電について、防災面での心配

があるが、何か考えはあるか。【西地域】 

３ 太陽光パネルは停電時、自立的に発電

ができるため、災害時に活用可能なもの

である。住宅などの屋根上に設置するも

のに限らず、壁に設置できるような次世

代の太陽電池も増やしていきたい。 

４ 家庭に求めている取組があるが、費用

が掛かるため、ハードルが高いと思われ

る。何か対策を促すための考えはある

か。【西地域】 

４ 既築住宅に対して、断熱リフォームや

家庭単位での支援事業を打ち出してい

きたい。 

パブコメ－エ 
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 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）のパブリック・コメン

トの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

〇背景・経緯 

・「浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」は、2030 年

度における温室効果ガスの削減目標や、市民・事業者・市が相

互に連携して削減目標を達成するための施策を定めている。 

 

国の「地球温暖化対策計画」の 2035・2040 年度目標値が発表さ

れたことから、本市計画の 2035・2040 年目標値を盛り込むため、

改定する。 

 

対象の区協議会 全ての地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

 

市の計画案について意見を伺う。特に、以下の項目については、

重点的に意見をいただきたい。なお、区協議会でいただいた意

見は、パブリック・コメントの意見として取り扱う。 

 

・2050 年カーボンニュートラル達成に向けた取組（第 4章） 

・温室効果ガス排出量削減に関する施策（第 6章） 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間 ：令和 7 年 11 月 19 日(水) 

～令和 7年 12 月 19 日(金) 

・市の考え方公表：令和 8 年 2月予定 

・施行時期   ：令和 8 年４月予定 

担当課 

カーボン 

ニュートラル 

推進課 

担当者 辻村 笑灯 電話 457-2502 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 
浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）のパブリッ

ク・コメントの実施について 
開催月 令和７年 12 月 

内容 

〇背景 

・ 令和５年度「まちなか賑わい創出実現方策調査検討事業」を実施する中で、市民ア

ンケートやまちなか関係者へのヒアリング等において、ビジョン策定を求める声が

多くあった。 

・ 令和８年３月末の認定を目指した中心市街地活性化基本計画を策定とともに、10

年、20 年後の中長期的なビジョンを策定し、市民と共有して取組む必要があること

から同時にビジョン策定をすることに至った。 

〇内容 

・ 浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）について意見を伺うもの。 

所管課 産業振興課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ “世界水準のまち”とは、具体的にど

のようなものか。【中地域】 

１ グローバル企業の誘致や人材の獲得、

創造都市の発信、インバウンド誘致など

浜松市の政策の方向性に合わせ、世界の

様々な都市の良い点を取り込むまちづ

くりを目指して世界水準という言葉を

使っている。 

２ 静岡市では市街地の商店会が独自に

企画して活性化を目指しているところ

もあると聞く。また、このようにビジョ

ンを提示されても内容が見えてこない

と感じる。ビジョンを策定し、内容を説

明するだけでなく、その実現に向けて努

力していただきたい。【東地域】 

２ 中心市街地の関係者と危機感を共有

し、官民で１年半議論した結果このビジ

ョンの策定に至っている。 

具体的には５年ごとに中心市街地活

性化計画を策定することで実現を目指

していく。また、市の行う事業について

は計画に登載したものに限らず、毎年事

後評価を行い、活性化につなげていく。 

３ 松菱百貨店は、まちなかのシンボル

であり、市民のシンボルでもあった。

松菱跡地の活用なくしては、中心市街

地活性化のビジョンは描けないと思

う。【西地域】 

３ 松菱跡地の土地所有者や再開発事業

の施行者にもご理解をいただきなが

ら、中心市街地の活性化に取り組みた

い。 

４ 中心市街地活性化は官だけではでき

ない。民間活力についての考え方を説明

してほしい。【南地域】 

４ バリューの一つ「成長を止めない。未

来を現実に。」の中でポイント１として

活発な民間投資によるエリアリノベー

ションにより新たな価値が創出される

まちを目指すとしている。 

パブコメ－オ 
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第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）のパブリック・コメントの実施につ

いて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景・経緯 

・ これまで中心市街地活性化に向けて、1999 年に第 1期計画、

2015 年に第 2期計画を策定し、その後は本市独自の「中心市

街地活性化の方針」に基づいて取り組みを進めてきた。 

・ 令和 5年度に「まちなか賑わい創出実現方策調査検討事業」

を実施するなかで、市民アンケートやまちなか関係者へのヒ

アリング等において、ビジョン策定を求める声が多くあっ

た。 

・ 令和 8 年 3 月末の認定を目指した中心市街地活性化基本計

画を策定とともに、10年、20 年後の中長期的なビジョンを

策定し、市民と共有して取組む必要があることから同時に

ビジョン策定をすることに至った。 

対象の区協議会 
中地域分科会、東地域分科会、西地域分科会、南地域分科会、

浜名区代表会 

内  容 

市のビジョン案について意見を伺う。なお区協議会でいただ

いた意見は、パブリック・コメントの意見の内容として取り扱

う。 

【計画期間】 

2026（令和 8）年度から 2044（令和 26）年度までの 19 年間 

【中心市街地活性化ビジョン（案）】 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間  ：令和 7 年 12 月 19 日（金） 

          ～令和 8 年 1 月 19 日（月） 

・市の考え方の公表：令和 8 年 3月予定 

・施行時期    ：令和 8 年 4月予定 

担当課 産業振興課 担当者 栂野広樹 電話 053-457-2285 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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中地域分科会における意見・要望等（令和８年２月） 

 

件名 

三方原地区コミュニティ協議会からの要望に対す

る回答について（三方原協働センター附設体育館

壁面収納折畳みステージの設置） 

開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・三方原協働センター体育館では、別棟倉庫からポータブルステージを移動させ

て組み立てているが、経年劣化により設置や撤去が円滑にできない状態である。

また、床板の段差により使用時に利用者が怪我をする危険性がある。 

・移動・設置時の危険性や、設置に多大な労力が必要なことから、女性や高齢者

が多い利用団体からポータブルステージの設置は嫌厭されている。 

・当センターを利用する地域活動団体から、附設体育館の大規模改修に併せて壁

面収納式ステージ設置の要望があった。 

〇要望内容 

・三方原協働センター附設体育館の大規模改修工事の着工に併せて、体育館に壁

面収納折畳みステージを設置するよう要望する。 

所管課 市民協働・地域政策課 

回答 

(方針等) 

 ・三方原協働センターでは、令和４年度から施設管理や生涯学習講座等の企画運

営を、地域住民で構成する浜松北地域まちづくり協議会に担っていただいてお

り、協議会の皆様が中心となって、地域ニーズに沿った様々な取組を進めてい

ただいている。 

 ・現在のポータブルステージは、協働センターまつりにおいて、地域活動団体の

成果発表の場として活用いただいている。管理運営を担っていただいている協

議会の皆様がステージの運搬・設営を行うなか、多大な時間と労力がかかるほ

か、老朽化による危険性もあるとお聞きしている。 

 ・また、地域活動団体等から、日頃の成果活動の発表の場としてステージの活用

希望がある一方で、設置に係る労力や危険性により活用を躊躇する要因となっ

ているという声も伺っている。 

 ・今後も協議会の皆様が継続して管理運営を担っていただけるよう、また、様々

な地域活動において、協働センターの体育館を気軽に安心してご利用いただけ

るよう、三方原協働センターのステージ設置については、準備や片付けに要す

る地域住民の負担の軽減と、安全性の確保を図ることを念頭に置き、検討を進

めていく。 

 

 

 

報告－中 
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令和７年７月９日 

中央区協議会（中地域分科会） 

会長  鈴木 義明 様 

 

三方原地区コミュニティ協議会 

会 長 鈴木 登志郎 

 

三方原協働センター附設体育館壁面収納折畳みステージの設置について

(要望) 

   

三方原協働センターの体育館には常設ステージが無く、毎回、別棟倉庫と体

育館の間に脚付き渡り板を３台（約 40kg/台）設置し、館内には養生シートを

敷き、ポータブルステージを 12 台（約 60kg/台）移動させて組立てて（12 人

で約２時間）います。 

ポータブルステージは購入から約 40 年が経過し、経年劣化により骨組みの

歪みや金属部の錆びが顕著でキャスターの動きも悪く、設置や撤去が円滑にで

きない状態となっています。 

また、ポータブルステージの高さ調節ねじ（１台につき６か所）を操作して

も床板に段差が生じてしまうため、使用時に利用者がつまずく危険性など怪我

への留意も必要となっています。 

さらに、サッシなどの段差が招く移動時の横転による下敷きやステージが二

つ折りの構造であることから骨組みで指を挟む危険性、脚付き渡し板設置時及

びポータブルステージ移動作業時に最低２名以上の労力が必要なことなどか

ら、女性や高齢者が多い利用団体ではステージの設置は嫌厭されています。 

三方原地区には 200 人規模の講演会や演奏会が開催できるステージ付きの会

場が少なく、当センターを利用する地域活動団体からは、附設体育館の大規模

改修に併せて壁面収納式ステージ設置の要望があり、設置と収納が各６分程度

と簡易に操作できる壁面収納式ステージが設置されることにより、体育館のス

テージ設置や撤去作業の負担や怪我の心配が軽減されます。 

したがって、講演会や演奏会として利用する地域活動団体の利便性が向上

し、地域の活動拠点となる協働センターの機能強化が図られ、地域住民の期待

に応えられることから下記のとおり要望します。 

 

記 

 
令和６年度以降先送りとなっている三方原協働センター附設体育館の大規模

改修工事の着工に併せて、体育館に壁面収納折畳みステージを設置すること。 
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三方原協働センター附設体育館にステージを設置する手順と収納の現状 

① 左：別棟倉庫 右：体育館        ②渡し板を設置し、ステージを移動 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  
③倉庫から渡し板を出して設置        ④倉庫と体育館の間に 3枚設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⑤倉庫内の格納状況（ステージ）       ⑥倉庫内の格納状況（渡し板） 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡し板 

ステージ 

手を挟む 

手を挟む 

【要望】参考資料１ 
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⑦組立て時に手を挟みやすい箇所     ⑧キャスター部分 

 

 

 

 

⑨ステージ活用例 その１        ⑩ステージ活用例 その２ 
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【要望】参考資料２
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（東地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 
自治会と民間事業者等との災害協定の締結状況

について 
開催月 令和７年８月 

内容 

〇背景又は取り上げた理由 

各自治会等が地元の企業や団体と締結する災害協定は、その締結状況について共

有することで委員の関心を高め、好事例の横展開が可能になると考えたため。 

○内容 

１月に開催した東地域分科会の「地域課題」の時間において、下記のとおり地域

防災委員会から活動報告及び情報発信があった。 

・令和７年 12 月 16 日に開催した第３回地域防災委員会にて、東地域内自治会等が

締結している災害協定の内容について、別紙「東地域災害協定一覧（以下、「一

覧」）」を作成した。 

・災害協定の締結の事例を紹介することにより、締結に係るハードルが下がると思

われる。 

所管課 東行政センター 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

一覧に記載されていない災害協定につ

いて情報があれば共有していただきたい。

随時一覧を更新していきたい。 

（意見） 

 

地域課題－東 
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治
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薬
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づ
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松
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所
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1
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師
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自

治
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静
岡

県
西

部
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

協
同

組
合

災
害

時
の

井
戸

水
提

供
不

明
ー

長
上

自
治

会
連

合
会

特
定

非
営

利
法

人
サ

ス
テ

ィ
ナ

ブ
ル

ネ
ッ

ト
災

害
時

の
食

料
提

供
不

明
ー

東
地

域
災

害
協

定
一

覧

※
一

覧
に

掲
載

の
企

業
へ

の
協

力
要

請
は

、
対

象
自

治
会

へ
確

認
を

し
た

後
に

行
っ

て
く

だ
さ

い。
※

地
域

防
災

委
員

会
で

は
個

別
交

渉
を

行
い

ま
せ

ん
。

※
協

定
の

詳
細

に
つ

い
て

は
対

象
の

自
治

会
へ

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

車
両

の
一

時
避

難
場

所

住
民

の
一

時
避

難
場

所

物
資

等
の

援
助
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締
結

先
企

業
・

団
体

B
協

定
内

容
C

協
定

書
の

有
無

D
締

結
日

E

①
A欄

：
対

象
は

自
治

会
ま

た
は

各
種

団
体

に
な

り
ま

す
。

②
B欄

：
相

手
方

の
法

人
名

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
支

店
・

出
張

所
な

ど
の

出
先

名
で

締
結

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い。
②

C欄
：

詳
細

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

特
に

地
震

や
風

水
害

等
の

災
害

の
種

類
、

車
両

や
住

民
な

ど
の

避
難

・
支

援
対

象
は

必
ず

記
載

し
て

く
だ

さ
い。

④
D欄

：
協

定
書

ま
た

は
覚

書
な

ど
の

書
面

を
取

り
交

わ
し

て
い

る
場

合
は

「
有

」
と

し
て

く
だ

さ
い。

⑤
E欄

：
書

面
で

協
定

を
締

結
し

て
い

る
場

合
は

締
結

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
そ

れ
以

外
の

場
合

は
何

時
頃

か
ら

協
力

関
係

が
あ

る
か

記
入

し
て

く
だ

さ
い。

災
害

協
定

一
覧

（
　

　
　

地
区

）

対
象

（
自

治
会

等
）

A
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災害時における一時避難場所としての使用に関する協定 

 

災害時における一時避難場所として●●が所有する施設を使用することに関し、○○町

自治会（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）との間において、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、浜松市内に大規模な地震あるいは洪水等の災害が発生し、または発

生する恐れがある場合に、乙の協力を得て乙の所有する施設を一時避難場所として○○

町○○地区に居住する住民（以下「地区住民」という。）を避難させるにあたり、必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

（一時避難場所の指定、周知） 

第 2 条 甲は、この協定による施設を、民間協力緊急一時避難場所として位置付けたこと、

当該場所は、緊急的、一時的な避難場所として乙の協力により開設されるものであるこ

とから、当該場所においても被災する可能性があることを理解し、自己の責任において

避難する施設であることを地区住民に周知する。 

 

（使用施設） 

第 3 条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を公共福祉の立場から一時避

難場所として地区住民に使用させるものとする。ただし、乙が被災し、使用させること

が困難であると判断した時はこの限りではない。 

 使用施設 名称 ●● 

      所在地 浜松市○区○○ ○番地の○ 

      位 置 ●●の敷地内の●● 

 

（使用範囲） 

第 4 条 一時避難場所として使用できる範囲は別紙のとおりとする。 

 

（施設変更の報告） 

第 5 条 乙は、使用施設の整備工事その他の事情により施設の使用が不可能になるときに

は、甲に連絡するものとする。また、当該事情がなくなり施設が使用できるようになっ

たときも同様とする。 

 

（一時避難場所の開設） 

第 6 条 甲は、次の場合、乙に対して第 3 条の施設を一時避難場所として開設するよう要

請することができる。 

（１）大規模な地震や地震による津波あるいは台風等による洪水等の災害が発生し、ま

たは発生する恐れがあり、地区住民の避難に緊急を要する場合。 

 （２）その他、著しく地区住民の生命を脅かす事態になり、甲が乙の施設に避難させる

必要があると認めた場合。 

２ 前項の要請は、甲が乙に対し文書または口頭（電話連絡を含む）で行うものとする。 

３ 乙は、甲の要請を待たず、自主的に一時避難場所として開設する場合は、その旨を甲

に連絡する。 
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（費用の負担） 

第 7 条 使用施設の使用料は無料とする。 

２ 使用施設を一時避難場所として開設したことにより生じた光熱水費等の費用、損害復

旧費用については、甲が負担するものとする。 

 

（期間等） 

第 8 条 本協定に基づく一時避難場所の開設期間は、災害時等において避難者の安全が確

保され、避難者が帰宅または指定の避難所等へ移動するまでの期間とする。ただし、災

害等の状況により延長して利用することが必要と認められる場合は、甲乙協議のうえ決

定する。 

 

（連絡責任者） 

第 9 条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。 

 ①甲においては、○○町自治会長 

 ②乙においては、●●長 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈について疑義が生じたときは、

その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（協定期間） 

第 11 条 この協定の期間は、協定締結の日から、当該年度末の 3月 31 日までとする。 

ただし、期間満了の日の１ヶ月前までに甲乙いずれかから協定解除または変更の申出が 

ないときは、さらに 1 年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。 

 

この協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自 1 通を保有

する。 

 

 

令和  年  月  日 

             

 

                     甲   氏名 浜松市 区  町自治会 

                            自治会長 

  

                     乙   所在地 

                         氏名 ●●社 

                            ●●長                            
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災害時における一時避難場所としての使用に関する協定 

 

災害時における一時避難場所として●●が所有する施設を使用することに関し、○○町

自治会（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）との間において、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、浜松市内に洪水等の災害が発生し、または発生する恐れがある場合

に、乙の協力を得て乙の所有する施設を車両の一時避難場所として、○○町○○地区に

居住する住民の車両（以下「車両」という。）を避難させるにあたり、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

（一時避難場所の指定、周知） 

第 2 条 甲は、この協定による施設を、民間協力緊急一時避難場所として位置付けたこと、

当該場所は、緊急的、一時的な避難場所として乙の協力により開設されるものであるこ

とから、当該場所においても被災する可能性があることを理解し、自己の責任において

避難する施設であることを地区住民に周知する。 

 

（使用施設） 

第 3 条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を公共福祉の立場から一時避

難場所として地区住民に使用させるものとする。ただし、乙が被災し、使用させること

が困難であると判断した時はこの限りではない。 

 使用施設 名称 ●● 

      所在地 浜松市○区○○ ○番地の○ 

      位 置 ●●の敷地内の●● 

 

（使用範囲） 

第 4 条 一時避難場所として使用できる範囲は別紙のとおりとする。 

 

（施設変更の報告） 

第 5 条 乙は、使用施設の整備工事その他の事情により施設の使用が不可能になるときに

は、甲に連絡するものとする。また、当該事情がなくなり施設が使用できるようになっ

たときも同様とする。 

 

（一時避難場所の開設） 

第 6 条 甲は、次の場合、乙に対して第 3 条の施設を一時避難場所として開設するよう要

請することができる。 

（１）大規模な地震や地震による津波あるいは台風等による洪水等の災害が発生し、ま

たは発生する恐れがあり、地区住民の避難に緊急を要する場合。 

 （２）その他、著しく地区住民の生命を脅かす事態になり、甲が乙の施設に避難させる

必要があると認めた場合。 

２ 前項の要請は、甲が乙に対し文書または口頭（電話連絡を含む）で行うものとする。 

３ 乙は、甲の要請を待たず、自主的に一時避難場所として開設する場合は、その旨を甲

に連絡する。 
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（費用の負担） 

第 7 条 使用施設の使用料は無料とする。 

２ 使用施設を一時避難場所として開設したことにより生じた光熱水費等の費用、損害復

旧費用については、甲が負担するものとする。 

 

（期間等） 

第 8 条 本協定に基づく一時避難場所の開設期間は、災害時等において地区住民の安全が

確保され、車両を自宅へ移動するまでの期間とする。ただし、災害等の状況により延長

して利用することが必要と認められる場合は、甲乙協議のうえ決定する。 

 

（連絡責任者） 

第 9 条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。 

 ①甲においては、○○町自治会長 

 ②乙においては、●●長 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈について疑義が生じたときは、

その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（協定期間） 

第 11 条 この協定の期間は、協定締結の日から、当該年度末の 3月 31 日までとする。 

ただし、期間満了の日の１ヶ月前までに甲乙いずれかから協定解除または変更の申出が 

ないときは、さらに 1 年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。 

 

この協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自 1 通を保有

する。 

 

 

令和  年  月  日 

             

 

                     甲   氏名 浜松市 区  町自治会 

                            自治会長 

  

                     乙   所在地 

                         氏名 ●●社 

                            ●●長                            
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災害時における○○の供給に関する協定 
 

○○町自治会（以下「甲」という。) と○○社（以下「乙」という。) は、災害時におけ

る○○の供給について、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的) 
第１条 この協定は、浜松市内で風水害及び地震、その他の災害が発生し、又は発生するお

それがある場合（以下、「災害時）という。）において、○○町○○地区に居住する住民（以

下「地区住民」という。）に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請) 
第２条 甲は、災害時において、○○の供給に関して、様式１要請書（以下「要請書」とい

う。）をもって、乙に対して要請することができる。 
２ 緊急を要する時は、口頭、電話等により要請し、その後、速やかに「要請書」を提出す

るものとする。 
 
（協力の実施) 
第３条 乙は、甲からの要請を受けた場合は、特に業務上の支障、その他やむを得ない事由

のない限り、地区住民に対して○○の積極的な供給を行うものとする。 
 
（運搬、引渡し） 
第４条 ○○の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、乙が行

うものとする。ただし乙の運搬が困難な場合は、甲の指定する者が行うものとする。 
 
（費用の負担） 
第５条 ○○の供給にかかる費用は、甲が負担するものとする。 
２ 前項に規定する費用は、災害発生直前時における適正な価格を基準として、甲乙協議し

て決定する。 
３ 第 1 項に規定する費用は、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 
 
（連絡責任者） 
第６条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。 

 （１）甲においては、○○町自治会長 

 （２）乙においては、○○社○○長 
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（協議) 
第７条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈について疑義が生じたときは、そ

の都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（有効期間) 
第８条 この協定の期間は、協定締結の日から、当該年度末の 3月 31 日までとする。 

ただし、期間満了の日の１ヶ月前までに甲乙いずれかから協定解除または変更の申出が 

ないときは、さらに 1 年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。 

 
この協定締結の証として本書 2通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自 1 通を保有す

る。 

 
 
令和○年○月○日 

 
 

                     甲   浜松市○区○町自治会 

                         自治会長 ○○ 

  

                     乙   浜松市○区○町 XXXX-XXXX 

                         ○○社 

                          ○○長 ○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73



様式１  年  月  日 
 

○○社 様 

                              浜松市○区○町自治会 

自治会長名 

  

○○の供給に関する要請書 

 

「災害時における○○の供給に関する協定書」に基づき、次のとおり要請します。 

本様式を受信後は、すみやかに下部の要請受諾の可否を連絡担当者宛てに連絡ください。 

 

電話等による連絡日時 年 月 日 時 分 

要請する○○ 

の種類・数量 

品目 数量 単位 

   

搬入先 

（複数箇所の場合は別紙

を作成） 

住所： 

名称： 

現地担当者： 

TEL： 

搬入希望日時 年 月 日 時 分 

備考  

連絡担当者 

所属： 

氏名： 

TEL・FAX： 

メールアドレス： 

【受諾要請可否】  可  /  否   ※どちらかに○をつける。 
受諾内容 
（一部可能など受諾可否の補

足内容） 

 

担当者・連絡先（TEL・FAX）  
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（西地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 道路沿いの雑草対応について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

・雄踏地区に限らず、雑草が道路上にはみ出したり、歩道を覆ったりして、車両

の走行や歩行の妨げになっている。 

・特に道路上まではみ出している雑草を避けようと車両がセンターラインをオー

バーし、対向車と追突事故を起こしかねない。 

・行政でも手入れしているが、雑草の成長が早く、常時快適な状況にはなってい

ない。刈り取り後は見通しが良くなり、運転時に安心感が高まる。 

〇他の委員に聞きたいこと 

 道路上にはみ出した雑草について、駆除活動を実施するなど地域で対応している

場合は、その対策等を教えてほしい。 

〇行政からの情報提供 

 別紙のとおり 

〇内容 

 委員同士で情報交換や意見交換などを行った。 

 

所管課 中央土木整備事務所（西） 等 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 県が管理する道路はどの窓口になる

のか。 

１ 政令指定都市移行後、県が管理する道

路は西地域にはない。 

２ 道路にはみ出ている木の所有者に対

して、法律に抵触しているという指導は

しているか。 

２ 文書で通知している。 

 

地域課題－西 
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地域課題（「道路沿いの雑草対応について」）情報提供 

 

１ 個人所有の土地における雑草駆除の指導について 

市民から雑草駆除の要望があった場合は、現地確認を行った上で、土地の所有者

を調査し、土地の所有者に口頭・文書にて対応を依頼している。 

なお、除草や越境樹木など土地の適正管理については、次の通り啓発活動を継続

的に実施している。 

・道路へはみ出している草や木の適正管理のお願いを「浜松市公式ホームペー

ジ」に掲載している。 

・除草を含めた農地の適正管理については、農業委員会が、「広報はままつ」や

「農業委員会だより」、「浜松市ホームページ」、「いっせい草刈り旬間（年２

回）」を通じての啓発活動を実施している。 

 

２ 雑草対応の窓口（西地域）   

 雑草の生育場所 窓口 問い合わせ先 

（１） 浜松市が管理する道路 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（２） 浜松市が管理する河川 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（３） 静岡県が管理する河川 （静岡県）浜松土木事務所 053-458-7261 

（４） 国道１号 （国）浜松河川国道事務所 053-466-0111 

（５） 農地 

農地利用課（農業委員会） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-457-2481 

 

053-597-1129 

（６） 空き地など 

西行政センター（地域振興） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-597-1112 

 

053-597-1129 

浜松市公式ＬＩＮＥ「通報サービス いっちゃお！」を通じても樹木や雑草に関

する通報を受付している。 

【参考】令和６年度における「街路樹等」に係る通報件数：237 件 

 

３ 除草の実施頻度について 

（１）道路及び街路樹帯の除草について 

・主要道路は、年２回（初夏から秋頃）、委託により実施している。 

・他路線については、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 

（２）河川の除草について 

 ・主要な河川は、年１回（９月頃から）、実施している。 

 ・他排水路などは、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 
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（南地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 地域の高齢化による交通問題について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

 高齢者の運転免許証返納後は、通院や買い物等の活動すべてが止まってしまうな

どの課題がある。 

〇内容 

地域の高齢化とともに、交通移動手段の確保が難しい現状を踏まえ、意見交換会

を行った。 

所管課  南行政センター 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

不便さを解消するための地域の取り組

み（サポート体制）について教えていた

だきたい。 

  

・シニアサロン等の地域の集まりや近隣

で相談し合い、問題を共有する。 

・安定している三輪車を利用する。 

・移動スーパーや宅配サービスを利用す

る。 

・送迎バスを出す病院があると聞いたこ

とがあるため確認してみると良い。 

・家族の支援があると良い。 

・地域のシニアサロン等で横の繋がりを

強くする。 

・車の乗り合いにより、地域行事等へ参

加するなど、お互いに協力し合う体制を

作る。 

・コミュニティバスや乗り合い運行等が

あると良い。 

・スクールバスの空き時間を活用した福

祉バスの生活支援事業など、他市町村の

取り組みを参考にし、地域と浜松市の力

を借りて地域の高齢化による交通問題を

良くしたい。 

 

 

地域課題－南 
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